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南都銀行（頭取 橋本 隆史）は、2024年12月25日、紀伊半島地域＊の観光産業の発展に向け、地方

銀行４行で「紀伊半島地域における観光産業の活性化に関する連携協定」を締結しました。 

政府が掲げる成長戦略の柱、地域活性化の切り札として観光が果たす役割は大きく、「持続可能な

観光」「観光消費額拡大」「地方誘客促進」に向け地域金融機関が「観光」をテーマに連携・協力す

ることで、数多くの有形・無形の観光資源を有する「紀伊半島」の一層の価値向上を図ることがで

きると考えています。 

今後は、本協定に基づき４行が連携・協力するなかで、紀伊半島地域における観光産業の活性化

に向け、各行が有するネットワークとリソース等の活用による観光関連事業者への支援について検

討してまいります。 

＊奈良県、三重県、和歌山県の３県 
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【本件に関するお問合せ先】 公務・地域共創部     富田
と み た

   TEL：0742-81-3103 

経営企画部（広報担当）甲村
こうむら

・粟子
あ わ こ

 TEL：0742-27-1599 

 

 

紀伊半島地域の地方銀行４行による 

「紀伊半島地域における観光産業の活性化に関する連携協定」の締結について 

【目的】 

  紀伊半島地域の観光産業の発展を企図し、相互に連携を強化するとともに、観光関連事業者へ

の支援の在り方を検討するものです。 

 

【連携事項】 

(1)観光関連事業者への支援に向けた推進組織設立の検討 

(2)観光関連事業者への支援に向けた多様な資金供給の仕組の検討 

(3)観光関連事業者へのその他必要な支援の検討 

 

【協定締結行】 

 紀陽銀行、三十三銀行、百五銀行、南都銀行 

 

【協定締結日】 

2024年12月25日（水） 

 


